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化学物質及び自然毒による食中毒等事件例（平成20年*） 

 

下 井 俊 子**，大 石 充 男**，観  公 子**，森 内 理 江**，牛 山 博 文** 

 

平成20年に発生し，原因物質の究明を行った化学物質及び自然毒による食中毒等の事例のうち，スポーツ飲料

中に溶け出した銅を喫食して頭痛，めまい，吐き気などの症状を呈した有症苦情，マグロのケチャップ和えを喫

食して発赤，発熱，頭痛などを呈した例などヒスタミンによる食中毒等5例，バイケイソウ類の天ぷら等を喫食し

て吐き気，嘔吐，血圧低下などの症状を呈した食中毒，ツキヨタケを喫食して嘔吐，腹痛，下痢などの症状を呈

した食中毒，フグ肝臓を喫食して舌・手足のしびれ，喉の腫れ，呼吸困難などの症状を呈したフグ毒による食中

毒，アジサイの葉を食べて嘔吐，寒気などの症状を呈した有症苦情の10例について報告する．  

 

キーワード：化学性食中毒，銅，カジキマグロ，サンマ，ブリ，マグロ，ヒスタミン，バイケイソウ類，ツキヨタケ，

フグ，アジサイ 

 

は じ め に 

著者らはこれまで都内で発生した化学性食中毒等事例を

報告してきた1-5)．本報では平成20年に発生した化学物質及

び自然毒による食中毒等事例のうち，銅による有症苦情，

ヒスタミンによる食中毒等5例，バイケイソウ類による食中

毒，ツキヨタケによる食中毒及びフグ毒による食中毒，ア

ジサイの葉による有症苦情の10例について報告し，今後の

食中毒発生防止のための参考に供することとする．表1に平

成20年に発生した食中毒等事例をまとめて示した． 

 

1. 銅による有症苦情 

1) 事件の概要 

平成20年2月4日，保健所にスポーツ飲料を飲んで6名が苦

味を感じ，頭痛，めまい，吐き気の症状を呈した旨の連絡

が入った．保健所の調査によると，スポーツ飲料は2月2日7

時半頃に粉末を水に溶かして水筒に詰められ，14時頃に摂

取された．保健所に持ち込まれた患者の喫食したスポーツ

飲料残品は青緑色で，水筒内部には小さな褐色物質が多数

付着していた．また，保健所が再現実験のためにこの水筒

にスポーツ飲料を一度入れて空にした後，横に倒して保

管したところ，内部にスポーツ飲料残品と同様に青緑色

に着色した液体が溜まっていた． 

2) 試料 

患者の喫食したスポーツ飲料残品１検体，保健所での再

現実験時に内部に溜まった液体1検体，スポーツ飲料粉末

（参考品）1検体，水筒内部に付着した褐色物質1検体． 

3) 原因物質の検索 

患者が喫食した青緑色のスポーツ飲料残品は，微に金属

臭を認めた．また，水筒内部の褐色付着物は直径1 mm程度

の形状で金属様光沢が見られたことから，原因物質は銅が

疑われた．そこで搬入されたスポーツ飲料のうち，残品及

び保健所による再現実験品についてICP発光分光分析装置

を用いて銅の分析を行った．その結果，残品及び保健所に

よる再現実験品からそれぞれ880及び1,200 μg/gの銅を検出

した．また，参考品のスポーツ飲料（粉末）を袋の表示に

基づいて溶解し，そのpHを測定したところ，その値は3.4 

 

 

 
 

発症時間 原因食品 症状 原因物質

2 直後 6 6 スポーツ飲料 頭痛，めまい，吐き気
4 1時間半 23 59 かじきの揚げ漬け 顔面紅潮，吐き気
4 30分 5 5 バイケイソウ類 吐き気，嘔吐，血圧低下，手足のしびれ

6 15分 1 1 アジサイの葉 嘔吐，寒気
9 1時間 2 2 ツキヨタケ 嘔吐，腹痛，下痢

10 1時間 4 47 カジキマグロ 発疹
10 1～2時間 2 3 ぶりの味噌漬 じんましん，顔面紅潮，頭痛 
10 30分～ 1 1 ヒガンフグ肝臓 舌・手足のしびれ，喉の腫れ，呼吸困難， 
10 30分 2 12 ブリの照り焼き 全身が赤くなる，熱感，腹部膨満感，下痢 

発赤，発熱，頭痛

発生月 発症者数 喫食者数 

ベラトルム

表1. 平成20年に発生した化学性食中毒及び有症苦情の概要 

11 40分 43 マグロのケチャップ和え675 ヒスタミン

銅

ヒスタミン

アルカロイド*

不明

イルージンＳ*

ヒスタミン

ヒスタミン

ふぐ毒

ヒスタミン

*原因物質の同定せず 
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であった． 
褐色物質について蛍光X線解析による分析を行ったとこ

ろ，主たる成分は銅であった． 
4) 考察 
患者の喫食したスポーツ飲料残品及び保健所で再現実

験したスポーツ飲料から多量の銅が検出されたこと，褐

色沈殿物の主たる成分が銅であったことから，本事例は

銅による有症苦情と考えられた． 
スポーツ飲料を入れていた水筒は，一見したところ内

部が破損している様子はなかった．しかし保健所が再現

実験した際に，空の水筒を横に倒して保管したところ，

内部に液体が溜まった．また，保健所が水筒の製造元に

確認したところ，保温構造の一部に銅を使用していること

が判明した．水筒内に残っていた褐色物質は銅であったこ

とから，今回の事例では水筒は内部が破損しており，そこ

にスポーツ飲料を入れて長時間置いたことにより，酸性の

スポーツ飲料が破損部分から染み込んで保温構造に使われ

ていた銅と接触し，銅が溶出したものと考えられた． 
 
2. ヒスタミンによる食中毒等 
1) 事件の概要 
事例1；平成20年4月14日，保健所に給食施設でカジキマ

グロ等の入った給食を喫食したところ，59名中23名が顔面

紅潮，吐き気などの症状を呈している旨の連絡が入った． 
事例2；平成20年10月6日，都内の医療機関から保健所に，

10月3日に学生食堂でカジキマグロ定食を喫食した47名中4
名が，全身に発疹などのアレルギー様症状を呈して受診し

ている旨の連絡が入った． 
事例3；平成20年10月7日，都内の医療機関から保健所に，

飲食店でブリの味噌漬けを喫食した後，じんましん，顔面

紅潮，頭痛などのアレルギー様症状を呈して受診している

旨の連絡が入った．保健所の調査によると，飲食店で4名が

一緒に食事をしていたところ，ブリの味噌漬けを喫食した3
名のうち2名がアレルギー症状を呈して医療機関で受診し

た． 
事例4；平成20年10月15日，都内の医療機関から保健所に，

飲食店でブリの照り焼きを喫食した2名が，30分後に全身が

赤くなり，熱感，腹部膨満感などの症状を呈して受診して

いる旨の連絡が入った．1名は更に下痢や血圧上昇の症状を

呈していた． 
事例5；平成20年11月26日，教育委員会から保健所に，給

食を喫食した教員及び児童が発赤等の症状を呈している旨

の連絡があった．保健所の調査によると給食は689食提供が

あり，患者は29名，いずれもマグロのケチャップ和えを喫

食後，発赤，発熱，頭痛の症状を呈していた． 
2) 試料 
事例1；カジキマグロ（未調理品）1検体，カジキマグロ

（加熱調理品）2検体． 
事例2；カジキマグロ（残品）2検体，カジキマグロ（検

食）1検体． 

事例3；ブリの味噌漬け焼成後（残品），ブリの味噌漬け

焼成前（残品），ブリの味噌漬け未開封（残品），ブリの

味噌漬け未開封（参考品）各1検体． 
事例4；ブリの照り焼き（残品）1検体． 
事例5；検食のマグロのケチャップ和え（原材料）1検体，

検食のマグロのケチャップ和え（完成品）1検体，同一仕入

れ品の冷凍キハダマグロ3検体． 
3) 原因物質の検索 
いずれの事例とも発症状況及び患者が典型的なヒスタミ

ンによる食中毒様の症状を呈していることから，原因物質

としてヒスタミンが疑われた．そこで，搬入された各検体

についてヒスタミンの分析を行った．また，カダベリン，

チラミン，スペルミジン及びプトレシン等の不揮発性アミ

ン類についても合わせて分析した． 
定性及び定量分析は衛生試験法・注解6)に準じて行った．

すなわち細切した試料10 gに水を加えてホモジナイズした

後，20％トリクロロ酢酸10 mlを加えて混和した．水で100 
mlにメスアップした後にろ過し，ろ液をTLC用試験溶液と

した． 
試験溶液をKieselgel 60プレート（100 mm×100 mm）に，

20 μlスポットした． 
展開溶媒としてアセトン‐アンモニア水（9：1）で展開

した後，フルオレスカミン溶液を噴霧した．365 nmの紫外

線を照射下で，標準溶液から得た蛍光スポットとRfを比較

してヒスタミンの有無を判定した．さらに，ニンヒドリン

溶液を噴霧後加熱し，赤紫色のスポットを標準溶液から得

たものとRfを比較し，ヒスタミンの有無を判定した．TLC
による定性試験でヒスタミン等の不揮発性アミン類が確認

されたものについて，定量試験を行った．すなわち，標準

品及びTLC用試験溶液の一定量に内部標準溶液として1.6-
ジアミノヘキサン溶液0.5 mlを加え，1%ダンシルクロライ

ド・アセトン溶液1 ml及び無水硫酸ナトリウム0.2 gを加え

て40℃の水浴中に1時間または室温で一晩放置した．10％プ

ロリン溶液0.5 mlを加えて振とう後，10分間放置した．ト

ルエン5 mlで振とう抽出したものを減圧濃縮し，残渣に一

定量のアセトニトリルを加えてHPLC用試験溶液とし，

HPLCで分析を行った．HPLC条件は，カラム：Inertsil 
ODS-80A(4.6 mm i.d.×250 mm)，移動相：アセトニトリル

‐水（62：38），流速：1.5 ml/min，カラム温度：40℃，励

起波長：325 nm，蛍光波長：525 nmで行った． 
その結果，事例1ではカジキマグロ（未調理品）からヒス

タミンを230 mg/100g，カジキマグロ（加熱調理品）の一方

からヒスタミンを42 mg/100g，他方からヒスタミンを320 
mg/100g，カダベリンを19 mg/100g検出した．チラミン，プ

トレシン及びスペルミジンは検出しなかった． 
事例2ではカジキマグロ（残品）の一方からヒスタミンを

920 mg/100g，カダベリンを56 mg/100g，他方からヒスタミ

ンを160 mg/100g，カダベリンを9 mg/100g検出した．チラ

ミン，スペルミジン及びプトレシンは検出しなかった．ま

た，検食からはヒスタミン及びその他の不揮発性アミン類
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は検出しなかった． 
事例3ではブリの味噌漬け焼成後（残品）からヒスタミン

を130 mg/100g，カダベリンを25 mg/100g，ブリの味噌漬け

焼成前（残品）からヒスタミンを360 mg/100g，カダベリン

を27 mg/100g検出した．チラミン，スペルミジン及びプト

レシンは検出しなかった．また，ブリの味噌漬け未開封（残

品），ブリの味噌漬け未開封（参考品）からはヒスタミン

及びその他の不揮発性アミン類は検出しなかった． 
事例4ではブリの照り焼き（残品）からヒスタミンを270 

mg/100g，カダベリンを22 mg/100g，チラミンを5 mg/100g
検出した．スペルミジン及びプトレシンは検出しなかった． 

事例5では検食のマグロのケチャップ和え（完成品）から

ヒスタミンを20 mg/100g，同一仕入れ品の冷凍キハダマグ

ロのうち1検体からヒスタミンを730 mg/100g，カダベリン

を6 mg/100g検出した．チラミン，スペルミジン及びプトレ

シンは検出されなかった．また，検食のマグロのケチャッ

プ和え（原材料），同一仕入れ品の冷凍キハダマグロのう

ち2検体からはヒスタミン及びその他の不揮発性アミン類

は検出しなかった． 
4) 考察 
ヒスタミンによる食中毒は，遊離のヒスチジン含有量の

高い赤身の魚類にモルガン菌（Morganella morganii）など

のヒスチジン脱炭酸酵素を有する細菌が増殖することによ

りヒスタミンが蓄積されたときに発生する7,8,)．顔面紅潮や

じんましんなどの症状からアレルギー様食中毒とも呼ばれ，

カダベリン等の不揮発性アミン類が共存することによって

作用が増強されるといわれている7)． 
ヒスタミンによる食中毒の発症量は過去の事例から成人

の場合22～320 mgとされている8)．今回報告した5件の事例

ではいずれの事例でも100 mg/g以上のヒスタミンを含む検

体があった．これらは数グラム程度の喫食で発症量に達す

ることから，いずれもヒスタミンによる食中毒または有症

苦情事例であることが考えられた． 
ヒスタミンによる食中毒の特徴として，事例1や事例5の

ように給食施設や社員食堂等，利用者のほとんどが同じ調

理品を喫食する施設で発生することが多く，患者数が多い

点があげられる．また，事例2や事例5のように，同一ロッ

トまたは同一仕入れ品と思われる検体でも1検体では高濃

度のヒスタミンを検出したが，その他の検体からはヒスタ

ミンを検出しないなど，その含有量には個体差や部位差が

あることが考えられる．今回，同じものを喫食しても発症

した人と発症しなかった人がいるのは，発症者がヒスタミ

ン含有量の高い個体あるいは部位を喫食したものと推察さ

れる． 
東京都内でのヒスタミンによる食中毒は，最近5年間で年

に1-5件と毎年発生し1-5)，化学物質及び自然毒による食中毒

の中で原因別発生件数が最も多い．このうち，カジキマグ

ロやメカジキを原因食品とするものは平成15年1)及び平成

16年2)にそれぞれ1件，平成18年4) に2件の計4件発生し，平

成20年も事例1と事例2の2件が発生した．また，ブリ及びそ

の若魚によるものでは平成17年にイナダによる食中毒１件
3)，平成18年にワラサ及びブリによる食中毒2件4)，平成20
年も事例3と事例4のブリによる食中毒2件が発生している．

カジキマグロ及びメカジキを原因食品とするものとブリ及

びその若魚を原因食品とするものを合わせると，平成15年
以降のヒスタミンによる食中毒の70％を占め，これらはヒ

スタミンによる食中毒の原因になりやすい魚であると考え

られる． 
ヒスタミンによる食中毒を防ぐには，漁場から消費まで

の各段階において，低温管理などの手段によってその増殖

を抑制することが最も効果的である8)． 
 
3. バイケイソウ類による食中毒 
1) 事件の概要 

 平成20年4月16日，保健所に山菜による食中毒が疑われる

患者が発生し，医療機関に搬送したとの通報があった．保

健所による調査の結果，飲食店で野草の天ぷらを喫食した

店員と客の5人が食後30分後から吐き気，嘔吐，血圧低下，

手足のしびれなどの症状を呈していた．山菜は4月16日に営

業者がウルイと思って採取したものであった． 
2) 試料 
医療機関または飲食店保管の営業者が採取した野草残品 

2検体． 
3) 原因物質の検索 
搬入された野草は全長約30 cm，すべてのもので葉脈は葉

の付け根より先端に平行で付け根に葉柄を認めず，バイケ

イソウ類の特徴と一致していた．一方，山菜のウルイはオ

オバギボウシのことであるが，これは付け根に長い葉柄を

持ち，葉脈は中心の主脈から枝分かれするなど，残品とは

明らかに異なる特徴を有している．以上の特徴から，残品

の野草は有毒植物のバイケイソウ類（バイケイソウあるい

はコバイケイソウ）であると鑑定した． 
 

 
      写真1．試料（バイケイソウ類） 
 
4) 考察 
本事例は，苦情者が有毒なバイケイソウ類を山菜のウル

イと誤認して採取，提供および喫食したことによる食中毒
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であると考えられた． 
バイケイソウ類による食中毒は，ベラトラミン，プロト

ベラトリン，ベラトリジン，セバジン等のベラトルムアル

カロイドによるものである．有毒成分は全草に含まれ，経

口摂取すると口腔内や咽頭部にやけるようなヒリヒリした

感じがあり，嘔気，嘔吐，悪寒，手足のしびれ，血圧低下，

徐脈，唾液分泌亢進，複視などが起こるといわれている9）． 
東京都内でのバイケイソウ類による食中毒は平成17年に

も発生している3）．有毒食物による食中毒を防止するため

には，①食べられる種類かはっきりわからないものは絶対

食べない，②新芽や根だけで種類を見分けることは難しい

ことを知る，③専門家の指導で正しい知識や鑑別法をマス

ターするように努める，④山菜採りでは有毒植物が混入し

ないよう注意する，⑤正しい調理をする（ワラビのアク抜

きやジャガイモの芽の除去など）等の注意事項を守ること

が重要である． 
 

4. ツキヨタケによる食中毒 
1) 事件の概要 

 平成20年9月29日，都内の医療機関から保健所に，キノコ

中毒と思われる患者2名が救急搬送されたとの連絡が入っ

た．保健所の調査の結果，患者は前日にキノコ狩りに行き，

自ら採取したキノコを翌日午前9時に夫婦で喫食し，午前10
時ごろから2名が嘔吐，腹痛，下痢などの症状を呈し医療機

関を受診したことがわかった． 
2) 試料 
きのこ残品 1検体． 
3) 原因物質の検索 
患者はいずれもキノコを喫食していること，嘔吐，腹痛，

下痢などの症状を呈していることからキノコによる食中毒

が疑われた．搬入されたキノコは全長約5 cm程度，傘は黄

橙褐色で半円形から腎臓形，やや濃色の小燐片が認められ

た．傘の肉は白色，ひだは淡黄色～白色で，柄はすべての

キノコで取り除かれていたが痕跡が傘の側方にあり，一部

のキノコの付け根部分に黒褐色のしみを認めた．また，胞

子は球形，非アミロイドであった．以上の特徴から残品の

キノコは毒キノコのツキヨタケ（Lampteromyces japonicus） 
 

 
写真2．試料（ツキヨタケ） 

と鑑定した． 
4) 考察 
本事例は有毒なキノコであるツキヨタケを喫食したこと

による食中毒であると断定された． 
ツキヨタケは，傘は半円形から腎臓形で長径10～25 cm，

表面は幼菌のころ黄橙褐色でやや濃色の小燐片があるが，

成熟すると紫褐色～暗褐色となり，多少ロウ状の光沢を帯

びる．ひだは淡黄色のち白色と柄に垂生し，幅は広い．柄

は太短く，1.5～2.5cm×1.5～3 cm，傘のほとんど側方につ

き，ひだの付け根との境に狭くて低いつば様の隆起帯があ

る．傘の肉は白色，軟質，周辺部は薄いが，柄に近い部分

は非常に厚い．柄の肉の内部はほとんど常に暗紫～黒褐色．

胞子は大型，球形，非アミロイド．シイタケやムキタケと

誤認して喫食し，食中毒を起こす事例が多いため10)注意が

必要なキノコである． 
東京都内でのキノコによる食中毒は，平成10年～19年ま

での10年間に3件発生しているが2, 11, 12,)，このうちツキヨタ

ケによるものは平成12年10月に1件発生している12)．毒キノ

コによる食中毒を防ぐためには，①確実に鑑定されたキノ

コ以外は絶対に食べない，②キノコ採りでは有毒キノコが

混入しないように注意する，③さまざまな「言い伝え」は

迷信であり信じない，④図鑑の写真や絵にあてはめ勝手に

鑑定しない，⑤食用のキノコでも生の状態で食べたり一度

に大量に食べたりしない等の注意事項を守ることが重要で

ある． 
 

5. ヒガンフグ肝臓による食中毒 
1) 事件の概要 

 平成20年10月11日，医療機関から保健所にフグ肝臓を喫

食し，しびれを訴えた患者が受診しているとの通報があっ

た．保健所の調査の結果，患者はふぐ調理師であり，11日
午後2時30分頃に勤務先の飲食店でふぐ調理の練習中にそ

の肝臓を喫食し，その30分後から舌や手足のしびれ，喉の

腫れを感じ，医療機関を受診した後に呼吸困難，意識不明

状態になったことがわかった． 
2) 試料 

 フグ皮残品 5検体，フグ肝臓残品 5検体． 
3) 原因物質の検索 
患者がフグ肝臓を食べていること，舌や手足のしびれ，

呼吸困難などの症状を呈していることから，フグ毒による

食中毒が強く疑われた．そこで，衛生試験法・注解14)のマ

ウス単位法によりフグ毒の検査を行った．すなわち，磨砕

した試料10 gに0.1%酢酸25 mlを加えて沸騰水浴中で10分間  
抽出し，ろ過した．得られたろ液に0.1%酢酸を加えて一定

量としたものを試験溶液とした．試験溶液または必要に応

じてこれを適宜希釈した希釈液を体重16～21 gのddY系雄

マウスの腹腔内に投与し，致死時間からマウス単位（MU）

を求めた． 
その結果，残品のフグ肝臓からそれぞれ56，73，80，230

及び1,700 MU/gのフグ毒が検出された． 
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また，残品のフグ皮は全長が約25 cm程度であり，皮膚に

イボ状の突起を認めた．またその紋様及びひれの形態から，

いずれもヒガンフグ（Fugu Pardalis）と鑑定した． 
 

 
      写真3．試料（ヒガンフグ） 
 

4) 考察 
本事例はヒガンフグの有毒部位である肝臓を喫食したこ

とによる食中毒であると考えられた． 
ヒトにおけるフグ毒の最小致死量は約10,000 MU/gと推

算されており14），本事例で最もフグ毒含有量が多かった

1,700 MU/gのフグ肝臓では，約6 gで致死量に達する．今回

搬入された肝臓は10.7 g～60.0 gのものであったが，1,700 
MU/g検出された肝臓の重量は17.5 gであったため，1/3程度

の喫食で致死量に至ると考えられる． 
フグの毒性には大きな個体差，地域差，及び時期による

差がある14, 15)．今回残品の肝臓でのフグ毒の値がばらつい

たのも個体差などが原因と考えられる． 
現在，いずれの種類のフグであっても肝臓の販売等は認

められていない．また，一般的に肝臓と卵巣の毒性は高い

ことが知られており，これら有毒部位の取り扱いについて

は十分留意し，確実に処理して廃棄する必要がある． 
 
6. アジサイの葉による有症苦情 
1)  事件の概要 

  平成20年6月23日，保健所に飲食店でアジサイの葉を喫食

したところ，約15分後に嘔吐，寒気の症状を呈したとの通

報があった．保健所による調査の結果，患者は6月20日に2
名で当該飲食店を利用し，アジサイの葉は刺身盛り合わせ

と共に皿に盛られ，具材と具材の間に挟むような形で一人

当たり1枚使用されていた． 
2) 試料 
苦情者が喫食したものと同じ場所で採取したアジサイの

葉 3検体． 
3) 原因物質の検索 
アジサイの喫食による食中毒等事例は，平成20年6月13日

に茨城県つくば市内の飲食店及び平成20年6月26日に大阪

市内の飲食店で相次いで発生した．その原因がアジサイの

葉に含まれる青酸配糖体であると一部で報道されたことか

ら，当センターに搬入されたアジサイの葉もシアン化合物

の検査依頼であった．そこで，搬入されたアジサイの葉3
検体についてシアン化水素を分析した．  
試験溶液の調製は食品衛生検査指針16)に準じて行った．

すりつぶしたアジサイの葉10 gにクエン酸緩衝液（pH5.9）
200 mlを加えて3時間放置した．あらかじめ1％水酸化カリ

ウム10 mlを入れた受器に留液が200 mlになるまで水蒸気蒸

留し，留液を試験溶液とした． 
搬入されたアジサイの葉3検体中1検体は，試料に3種類の

試薬を加えて同様に放置後蒸留し，試験溶液とした．加え

た3種類の試薬は以下の通りである：①前述の試料の調製法

と同様，クエン酸緩衝液のみのもの，②アジサイの葉に含

まれている青酸配糖体が青い梅に含まれているものと同じ

と報道されたことから，梅に含まれる青酸配糖体であるア

ミグダリンに特異的な酵素であるアーモンド・エムルシン
17)をクエン酸緩衝液に加えたもの，③厚生労働省が平成20
年7月1日付け食安監発第0701001号で，アジサイは葉などに

青酸配糖体を含み，咀嚼，胃内の消化等により青酸配糖体

と酵素が反応し，遊離した青酸(HCN)によって嘔吐，失神，

昏睡などの中毒症状を起こす18)としていたため，人工胃液

のみのもの．  
ピリジン・ピラゾロン法は衛生試験法・注解17)に準じて

行った．標準溶液及び試験溶液20 mlにリン酸緩衝液10 ml
及びクロラミンT溶液1.0 mlを加えて2～3分間放置し，これ

にピリジン・ピラゾロン溶液15 mlを加えて50分間以上放置

した．この呈色液について波長620 nmで吸光度を測定した．  
その結果，いずれの検体からもシアン化水素を検出しな

かった． 
4) 考察 
今回，報道や厚生労働省の通知などをもとにいくつかの

条件でシアン化合物の検査を行ったが，苦情者が喫食した

ものと同じ場所で採取したアジサイの葉からシアン化水素

を検出しなかった．また，アジサイの木の個体差等を考慮

し，当センター内に生えているアジサイの葉を採取し，試

料量を25 gに増やして同様に検査したが，シアン化水素を

検出しなかった．  
アジサイのエチルアルコール抽出液0.2 g/kgをイヌに経

口投与すると嘔吐を引き起こすとする文献19)はあるが，平

成20年に相次いで発生したアジサイの喫食による食中毒等

事例の原因物質は不明である．なお，厚生労働省は平成20
年8月18日付け食安監発第0818006号20)で，現時点ではアジ

サイに青酸配糖体が含有されているとの知見が十分でない

ことから，平成20年7月1日付け食安監発第0701001号18)を廃

止した． 
 

ま と め 
 平成20年に都内で発生した化学性食中毒等の事例のうち，

スポーツ飲料中に溶け出した銅による有症苦情，マグロの

ケチャップ和えを喫食して発赤，発熱，頭痛などを呈した

例などヒスタミンによる食中毒等5例，バイケイソウ類の天
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ぷら等を食べて吐き気，嘔吐，血圧低下などの症状を呈し

た食中毒，ツキヨタケを食べて嘔吐，腹痛，下痢などの症

状を呈した食中毒，フグ肝臓を食べて舌・手足のしびれ，

喉の腫れ，呼吸困難などの症状を呈したフグ毒による食中

毒，アジサイの葉を食べて嘔吐，寒気などの症状を呈した

有症苦情の10例について報告した． 
なお，これらの調査は東京都福祉保健局健康安全部食品

監視課及び各関連の保健所と協力して実施したものである． 
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Outbreaks of Poisoning by Chemical and Naturally Occurring Toxicants in Tokyo, 2008* 

 

Toshiko SHIMOI**, Mitsuo OISHI**, Kimiko KAN**, Rie MORIUCHI** and Hirofumi USHIYAMA** 

 

Ten incidents of food-born poisoning caused by the intake of copper, histamine, and puffer fish toxin in foods occurred in 

Tokyo, in 2008: a case of headache, dizziness, and nausea due to ingesting a sports drink; a case of rubefaction, fever, and 

headache due to ingesting tuna with tomato sauce and another 4 cases caused by histamine; a case of nausea, vomiting, and 

blood pressure reduction due to ingesting fried Veratrum sp.; a case of numbness of the tongue, hands, and feet, swelling of 

the throat, and dyspnea due to ingesting puffer fish liver; a case of vomiting, abdominal pain, and diarrhea due to ingesting 

Lampteromyces japonicus; and a case of vomiting and chill due to ingestion of hydrangea. 

 

Keywords: chemical food poisoning, copper, marin, pacific saury, yellowtail, tuna, histamine, Veratrum sp., Lampteromyces 

japonicus, puffer fish, hydrangea 

 

 

 




